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「
禹
貢
」
解
釈
史
（
稿
）
そ
の
二

薄
　
井
　
俊
　
二
　
　�

埼
玉
大
学
教
育
学
部
言
語
文
化
講
座
国
語
分
野

キ
ー
ワ
ー
ド
：
禹
貢
、
中
国
古
代
地
理
書

一
　
は
じ
め
に

　

本
稿
は
、「
禹
貢
」
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
捉
え
た
の
か
、「
禹
貢
」
を
ど
う

解
釈
し
た
の
か
と
い
う「
禹
貢
解
釈
」の
歴
史
的
な
変
遷
を
追
っ
て
い
く
こ
と
で
、

中
国
経
学
史
、
ま
た
中
国
思
想
史
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、

前
稿
に
続
く
も
の
で
あ
る（
１
）。

二
　「
禹
貢
」
に
つ
い
て

二-

二
　「
禹
貢
」
の
成
書
年
代
（
補
遺
と
ま
と
め
）

　
「
禹
貢
」
解
釈
の
歴
史
を
追
う
前
に
、「
禹
貢
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
概
説
を

す
る
が
、
本
稿
で
は
「
禹
貢
」
の
成
書
年
代
に
つ
い
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
前

の
日
中
学
者
の
説
を
補
足
し
て
お
く
。

（
三
）
補
遺

　

中
国
の
も
の
で
は
、
王
国
維
『
古
史
新
証
』（２
）は
、「
禹
貢
」
を
含
む
虞
夏
書

の
諸
篇
は
「
文
字
稍
平
易
簡
潔
」
な
の
で
、「
或
係
後
世
重
編
」
で
あ
ろ
う
と
し

「
周
初
人
所
作
」
と
す
る
。

　

郭
沫
若
「
金
文
所
無
考
」（『
金
文
叢
考
』
所
収
）（３
）は
、
甲
骨
文
や
金
文
と

の
比
較
を
通
し
て
、「
禹
貢
」
の
成
書
年
代
を
考
察
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
九
州
」

の
語
は
卜
辞
に
は
全
く
出
て
こ
ず
、
金
文
で
も
一
例
し
か
見
ら
れ
な
い
こ
と
な

ど
か
ら
、「
九
州
之
説
不
得
在
宗
周
以
前
」
で
あ
り
「
且
不
得
在
春
秋
以
前
」
と

結
論
づ
け
る
。
ま
た
「
畿
服
」
に
つ
い
て
は
「
畿
」
の
語
が
金
文
に
は
全
く
無

い
こ
と
、「
服
」
の
語
は
多
く
見
え
る
も
の
の
「
酒
誥
」
の
用
例
と
同
じ
く
「
官
」

の
意
味
で
あ
り
、「
地
域
区
画
」
の
意
味
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、「
畿
服
之
制
、

乃
後
人
所
偽
託
」
と
す
る
。

　

王
国
維
・
郭
沫
若
ら
は
、「
禹
貢
」
が
禹
の
時
代
の
も
の
で
は
な
く
、
周
代
以

降
の
「
仮
託
」
で
あ
ろ
う
と
す
る
。

　

日
本
の
も
の
で
は
、
白
鳥
庫
吉
「
支
那
古
伝
説
の
研
究
」（４
）は
、
堯
舜
禹
は

伝
説
上
の
存
在
で
あ
り
、
歴
史
的
事
実
で
は
な
い
と
す
る
。
さ
ら
に
「『
尚
書
』

の
高
等
批
評
（
特
に
堯
舜
禹
に
就
い
て
）」（５
）に
お
い
て
は
、「
禹
貢
」
に
五
行
思

想
の
影
響
が
あ
る
と
見
て
、
禹
の
時
代
の
も
の
で
は
な
い
と
す
る
。
さ
ら
に「
九

州
」
の
「
荊
州
（
楚
）」
が
春
秋
時
代
に
中
国
化
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

周
代
以
前
は
あ
り
得
な
い
と
結
論
づ
け
る
。

（
四
）
ま
と
め

　

以
上
、
中
国
と
日
本
に
お
け
る
「
禹
貢
の
成
書
年
代
」
に
関
す
る
諸
説
を
紹

介
し
て
き
た
。
前
稿
に
お
い
て
、「
禹
貢
」
は
重
層
的
な
成
立
を
し
て
き
た
の
で
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は
な
い
か
、
と
推
測
し
た
が
、
最
終
的
な
成
立
は
、
そ
こ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

地
理
情
報
か
ら
考
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、産
物
と
し
て
の「
鉄
」

の
記
述
、「
荊
州
」
の
存
在
な
ど
か
ら
、
多
く
の
説
が
取
る
「
戦
国
時
代
、
そ
れ

も
後
半
」
と
い
う
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
「
史
記
」
田
敬
仲
完
世
家
で
は
、
宣
王
の
一
八
年
（
前
三
二
五
）
頃
に
、

騶
衍
ら
の
「
稷
下
の
学
」
が
隆
盛
を
迎
え
た
と
い
い
、
同
孟
子
荀
卿
列
伝
で
は
、

騶
衍
が
大
九
州
説
を
説
く
中
で
「
禹
序
九
州
」
の
説
を
引
く
。
こ
れ
は
今
の
「
禹

貢
」
に
あ
る
九
州
説
を
指
し
て
い
よ
う
。「
禹
貢
」
が
成
立
し
て
い
た
か
ど
う
か

は
不
明
だ
が
、
禹
に
関
わ
る
と
さ
れ
る
「
九
州
説
」
が
、
こ
の
と
き
既
に
流
布

し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
こ
の
点
か
ら
も
、
戦
国
時
代
の
中
頃
か
ら
後
半
に
か

け
て
の
も
の
だ
と
の
判
断
が
妥
当
で
あ
る
。

二-

三
　
禹
貢
を
引
用
す
る
資
料

（
一
）
先
秦
・
漢
初
の
資
料

　

詩
経
・
書
経
を
中
心
に
、
経
書
の
文
章
は
、
儒
家
の
み
な
ら
ず
、
多
く
の
諸

子
た
ち
に
よ
っ
て
、
自
説
を
補
強
す
る
「
経
」
と
し
て
扱
わ
れ
た（
６
）。

　

君
子
曰
、
學
不
可
以
已
。
青
、
取
之
於
藍
、
而
青
於
藍
。
冰
、
水
為
之
、

而
寒
於
水
。
…
…
故
木
受
繩
則
直
、金
就
礪
則
利
、君
子
博
學
而
日
參
省
乎
己
、

則
知
明
而
行
無
過
矣
。
…
…
不
聞
先
王
之
遺
言
、
不
知
學
問
之
大
也
。
干
越

夷
貉
之
子
、
生
而
同
聲
、
長
而
異
俗
、
教
使
之
然
也
。

　

詩
曰
、「
嗟
爾
君
子
、
無
恒
安
息
。
靖
共
爾
位
、
好
是
正
直
。
神
之
聽
之
、

介
爾
景
福
。」

�

『
荀
子
』
勧
学
篇
：
引
用
文
は
「
詩
経
」
小
雅
小
明
篇

　

古
者
聖
王
既
審
尚
賢
欲
以
為
政
、
故
書
之
竹
帛
、
琢
之
槃
盂
、
傳
以
遺
後

世
子
孫
。

於
先
王
之
「
書・呂
刑
」
之
書
然
、
王
曰
、「
於
來
！
有
國
有
士
、
告
女
訟
刑
、

在
今
而
安
百
姓
、
女
何
擇
言
人
、
何
敬
不
刑
、
何
度
不
及
。」

�

『
墨
子
』
尚
賢
下
：
引
用
文
は
「
尚
書
」
周
書
呂
刑
篇

　

引
用
さ
れ
た
経
書
は
、
逸
詩
・
逸
書
も
含
め
多
岐
に
わ
た
る
。
し
か
し
、
禹

貢
が
引
用
さ
れ
た
も
の
は
、
次
節
で
検
討
す
る
「
史
記
」「
漢
書
」
を
除
け
ば
、

わ
ず
か
に
次
の
二
件
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。

　

禹
傅
土
、
平
天
下
。�

『
荀
子
』
成
相
篇

　

禹
敷
土
、
隨
山
刊
木
、
奠
高
山
大
川
。�

「
禹
貢
」
総
綱

　
「
荀
子
」
の
文
は
、
韻
文
の
形
式
で
君
主
へ
の
箴
言
を
述
べ
る
も
の
だ
が
、
古

代
の
聖
天
子
の
治
績
を
紹
介
す
る
中
で
、
禹
が
「
全
土
を
分
か
ち
治
め
て
天
下

を
平
安
に
し
た
」
と
す
る
。
前
半
の
文
が
禹
貢
（
総
綱
）
の
「
禹
敷
土
（
禹
、

土
を
敷
す
）」
と
類
似
す
る
（
傅
は
敷
に
通
じ
る
）。

　

宰
我
曰
、「
請
問
帝
舜
。」
孔
子
曰
、「
蟜
牛
之
孫
、
瞽
叟
之
子
也
…
…
使

禹
敷
土
、
主
名
山
川
、
以
利
於
民
」�

『
大
戴
礼
記
』
五
帝
徳
篇

　

禹
敷
土
、
隨
山
刊
木
、
奠
高
山
大
川
。�

「
禹
貢
」
総
綱

　

皇
帝
…
…
禹
平
水
土
、
主
名
山
川
。�

「
呂
刑
」

　
「
大
戴
礼
記
」
の
文
は
、
孔
子
が
弟
子
の
質
問
に
答
え
る
と
い
う
形
で
、
五
聖

天
子
の
ひ
と
り
、
舜
帝
の
徳
を
述
べ
る
も
の
。
舜
帝
の
功
績
の
ひ
と
つ
に
、
禹
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を
登
用
し
、
民
に
利
益
を
与
え
た
こ
と
を
あ
げ
る
。
そ
し
て
具
体
的
に
禹
に
行

わ
せ
た
こ
と
と
し
て
、
禹
貢
と
同
じ
「（
禹
）
敷
土
」
を
あ
げ
る
が
、
さ
ら
に
続

け
て
「
主
名
山
川
」
を
あ
げ
る
。
こ
れ
は
、
同
じ
く
「
尚
書
」
周
書
呂
刑
の
一

文
「
皇お
ほ

皇
い
な
る
帝
は
…
…
禹
に
、
水
土
を
平
ら
げ
、
山
川
に
名
づ
く
る
を
主

つ
か
さ
ど

ら
し
む
」
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
禹
貢
」
と
「
呂
刑
」
の
両
方
か

ら
引
用
し
て
、
ひ
と
つ
の
文
に
ま
と
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
二
例
は
、「
禹
貢
」
が
先
秦
・
漢
初
の
典
籍
に
引
用
さ
れ
た
例
と
み
る
こ

と
が
で
き
る
が
、
い
ず
れ
も
地
理
概
念
や
地
理
知
識
を
記
し
た
「
禹
貢
」
本
体

部
分
か
ら
で
は
な
く
、
序
文
と
も
い
う
べ
き
「
総
綱
」
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。

禹
の
治
績
を
総
体
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
ば
と
し
て
の
引
用
で
あ
り
、
地
理
書

と
し
て
の
「
禹
貢
」
か
ら
の
引
用
で
は
な
い
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
二
）「
史
記
」
夏
本
紀
と
「
漢
書
」
地
理
志

　
「
史
記
」
は
夏
本
紀
に
お
け
る
禹
の
治
績
を
述
べ
る
中
で
「
禹
貢
」
を
引
用
す

る
。

　
「
総
綱
」
に
あ
る
「
隨
山
刊
木
、
奠
高
山
大
川
」（７
）の
文
を
禹
の
治
水
工
事
に

従
事
す
る
様
を
描
く
と
こ
ろ
で
用
い
、「
禹
行
自
冀
州
始
」
の
一
文
を
つ
け
た
後

に
「
冀
州
、
既
載
壺
口
」
以
下
、「
禹
貢
」
の
引
用
が
始
ま
る
。
全
文
を
引
用
し

た
後
に
、「
天
下
置
是
太
平
治
」
の
一
文
を
附
し
て
、
禹
の
記
事
が
終
わ
っ
て
い

る
。

　

そ
の
人
物
の
作
品
や
関
わ
る
資
料
を
以
て
、
そ
の
人
を
描
く
の
は
「
史
記
」

の
手
法
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。「
禹
貢
」
は
、
禹
に
関
す
る
代
表
的
な
資
料
で
あ
る

と
、前
漢
武
帝
期
の
司
馬
遷
は
認
識
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。ま
た
こ
の
頃
に
は
、

現
行
の
「
禹
貢
」
が
確
立
し
て
い
た
こ
と
を
も
伝
え
て
い
る
。

　
「
漢
書
」
地
理
志
も
、
地
の
文
は
少
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
資
料
の
引
用
か
ら
な
る

が
、「
禹
貢
」、
平
帝
期
に
お
け
る
一
〇
三
の
「
郡
国
デ
ー
タ
」、
成
帝
期
に
劉
向

と
朱
贛
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
「
分
野
地
理
説
」
の
三
者
が
主
な
も
の
で
あ
る
。

い
わ
ば
、
地
理
に
お
け
る
過
去（
禹
の
時
代
）、
現
在（
現
在
の
郡
国
）、
未
来（
有

る
べ
き
姿
と
し
て
の
分
野
説
）
が
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る（
８
）。
班
固
に
と
っ

て
の
「
禹
貢
」
は
、
過
去
の
「
地
理
的
世
界
」
の
代
表
的
存
在
だ
っ
た
と
い
え
る
。

（
三
）
小
結

　

詩
経
と
書
経
は
、「
経
典
」
と
し
て
、
儒
家
の
み
な
ら
ず
様
々
な
諸
子
た
ち
に

よ
っ
て
、
権
威
あ
る
言
説
と
見
な
さ
れ
、
自
説
を
補
強
す
る
も
の
と
し
て
引
用

さ
れ
た
。
し
か
し
禹
貢
に
つ
い
て
は
、
そ
の
本
質
部
分
で
あ
る
「
地
理
書
」
と

し
て
引
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
た
前
漢
武
帝
期
の
「
史
記
」
に
は
ほ

ぼ
全
文
が
引
用
さ
れ
て
お
り
、
司
馬
遷
が
こ
の
文
章
を
禹
に
関
わ
る
代
表
的
な

資
料
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

注（
１
）�

「『
禹
貢
』
解
釈
史
（
稿
）
そ
の
一
」『
埼
玉
大
学
紀
要
（
教
育
学
部
）』
第
六

七
巻
第
二
号
（
二
〇
一
八
年
）。

（
２
）�

王
国
維
（
一
八
七
七
～
一
九
二
七
）
は
、
浙
江
海
寧
の
人
。
字
は
静
安
、
ま

た
伯
隅
、号
は
観
堂
。
辛
亥
革
命
後
、一
時
日
本
に
亡
命
し
て
い
た
。
そ
の
研
究
は
、

文
学
・
史
学
・
考
古
学
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
た
が
、
特
に
甲
骨
文
字
の
研
究
で
功

が
あ
っ
た
。『
古
史
新
証
』
は
「
王
国
維
最
後
的
講
義
」
の
副
題
が
あ
り
、
一
九
二

五
年
九
月
の
、
清
華
学
校
（
の
ち
の
清
華
大
学
）
研
究
院
に
お
け
る
講
義
ノ
ー
ト

で
あ
る
。「
国
学
月
報
」（
二
巻
八
・
九
・
十
合
巻
、
一
九
二
七
）
や
「
燕
大
月
刊
」

（
七
巻
一
・
二
期
合
刊
、
一
九
三
〇
）
に
掲
載
さ
れ
、
清
華
大
学
出
版
社
か
ら
一
九

九
四
年
に
リ
プ
リ
ン
ト
版
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
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（
３
）�

郭
沫
若
（
一
八
九
二
～
一
九
七
八
）
は
、
四
川
楽
山
の
人
。
諱
は
開
貞
、
沫

若
は
号
で
あ
る
。
辛
亥
革
命
後
日
本
に
留
学
し
、
九
州
帝
国
大
学
で
医
学
を
学
ん

だ
が
、
や
が
て
文
学
、
そ
し
て
革
命
活
動
に
投
じ
る
。
共
産
党
に
入
党
し
、
人
民

共
和
国
成
立
に
も
関
わ
る
。
共
和
国
成
立
後
は
政
治
的
に
は
高
官
を
歴
任
す
る
が
、

戯
曲
の
創
作
や
史
学
・
考
古
学
の
研
究
で
も
成
果
を
あ
げ
た
。『
金
文
叢
考
』
は
、

一
九
三
二
年
の
日
本
の
文
求
堂
出
版
社
版
が
初
版
で
、
一
九
五
四
年
に
人
民
出
版

社
か
ら
増
補
重
印
版
が
刊
行
さ
れ
た
。『
郭
沫
若
全
集　

考
古
篇
』
第
四
巻
（
科

学
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
）
所
収
。

（
４
）�

白
鳥
庫
吉
（
一
八
六
五
～
一
九
四
二
）
は
、
千
葉
県
茂
原
生
。
東
京
大
学
予

備
門
を
経
て
、
東
京
帝
国
大
学
史
学
科
を
卒
業
。
学
習
院
大
学
教
授
・
東
京
帝
国

大
学
教
授
・
東
宮
御
用
係
な
ど
を
歴
任
。
研
究
対
象
は
朝
鮮
か
ら
西
ア
ジ
ア
ま
で

の
ア
ジ
ア
全
土
に
及
ぶ
。「
支
那
古
伝
説
の
研
究
」
は
、
一
九
〇
八
年
の
東
洋
協
会

講
演
会
に
お
け
る
講
演
を
「
東
洋
時
報
」
一
三
一
号
（
一
九
〇
八
年
）
に
掲
載
し

た
も
の
で
、「
ア
ジ
ア
史
論
（
上
）」
の
一
篇
と
し
て
『
白
鳥
庫
吉
全
集
』
第
八
巻
（
岩

波
書
店
、
一
九
七
〇
年
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。「
堯・舜・禹
」
は
そ
れ
ぞ
れ
「
天・

地
・
人
」
と
対
応
し
て
お
り
、「
三
王
」
が
セ
ッ
ト
で
「
天
地
人
三
才
」
思
想
を
加

味
し
た
も
の
で
、
儒
教
の
伝
説
で
あ
る
と
す
る
。

（
５
）�

「『
尚
書
』
の
高
等
批
評
」
は
、
一
九
一
二
年
の
漢
学
研
究
会
に
お
け
る
講
演

を
「
東
亜
研
究
」
二
巻
四
号
（
一
九
一
二
年
）
に
掲
載
し
た
も
の
。

（
６
）�

内
野
熊
一
郎
『
秦
代
に
於
け
る
經
書
經
説
の
研
究
』（
東
方
文
化
学
院
、
一
九

三
八
）、
同
『
漢
初
經
書
學
の
研
究
』（
清
水
書
店
、
一
九
四
二
）。

（
７
）�

史
記
で
は
「
行
山
表
木
、
定
高
山
大
川
」
と
す
る
。
他
に
も
若
干
の
文
字
の

異
同
が
あ
る
。

（
８
）�

こ
の
点
は
、
拙
稿「
中
国
古
代
の
地
理
思
想
の
思
想
史
的
研
究

─『
淮
南
子
』

地
形
訓
と
『
漢
書
』
地
理
志
に
つ
い
て
」『
中
国　

社
会
と
文
化
』（
第
四
号
、
一

九
八
九
）。

�

以
上

（
二
〇
一
八
年
一
〇
月
二
四
日
提
出
）

（
二
〇
一
八
年
一
一
月
一
六
日
受
理
）


